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ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究

人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子

開
発
機
構
、
国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、

力
研
究
開
発
機
構
、
国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
、
首
都
高
速
道
路
株
式

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、
新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
、
地
方

会
社
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、
新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

競
馬
全
国
協
会
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
、
東
京
地
下
鉄
株
式
会

、
地
方
競
馬
全
国
協
会
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
、
東
京
地
下
鉄

社
、
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第

株
式
会
社
、
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年

四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
京
湾
横
断
道
路
建
設
事
業
者
、
独
立

法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
京
湾
横
断
道
路
建
設
事
業
者

行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独

、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機

立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
、
中

構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基

日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式

金
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道

会
社
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
、
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
、
日

路
株
式
会
社
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
、
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会

本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）

社
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
社
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
会
社
、
農

五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
社
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
会

林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
、
東
日
本
高
速
道
路
株

社
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
、
東
日
本
高
速

式
会
社
、
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
並
び
に
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及

道
路
株
式
会
社
、
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
並
び
に
、
旅
客
鉄
道
株
式

び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号

会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八

）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
会
社
と
す
る
。

十
八
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
会
社
と
す
る
。

（
経
営
事
項
審
査
の
客
観
的
事
項
）

（
経
営
事
項
審
査
の
客
観
的
事
項
）

第
十
八
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
客
観
的
事

第
十
八
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
客
観
的
事

項
は
、
経
営
規
模
、
技
術
的
能
力
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
は
、
経
営
規
模
、
技
術
的
能
力
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

建
設
工
事
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
の

（
新
設
）

向
上
に
関
す
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
取
組
の
状
況

２

前
項
に
規
定
す
る
技
術
的
能
力
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
り
評
価
す

２

前
項
に
規
定
す
る
技
術
的
能
力
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
り
評
価
す

る
こ
と
に
よ
り
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

る
こ
と
に
よ
り
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

工
事
現
場
に
お
い
て
基
幹
的
な
役
割
を
担
う
た
め
に
必
要
な
技
能
に
関
す
る

二

工
事
現
場
に
お
い
て
基
幹
的
な
役
割
を
担
う
た
め
に
必
要
な
技
能
に
関
す
る

講
習
で
あ
つ
て
、
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大

講
習
で
あ
つ
て
、
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
三
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
土
交

臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を

通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
」
と
い
う
。

修
了
し
た
者
の
数

）
を
修
了
し
た
者
の
数
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三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
り
評
価

３

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
り
評
価

す
る
こ
と
に
よ
り
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
こ
と
に
よ
り
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

建
設
業
の
経
理
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
建

二

建
設
業
の
経
理
に
関
す
る
業
務
の
責
任
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
建

設
業
の
経
理
が
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
確
認
の
有
無

設
業
の
経
理
が
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
確
認
の
有
無

イ

公
認
会
計
士
又
は
税
理
士
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

イ

公
認
会
計
士
、
会
計
士
補
、
税
理
士
及
び
こ
れ
ら
と
な
る
資
格
を
有
す
る

に
よ
り
、
建
設
業
の
経
理
に
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
土

者

交
通
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
受
け
た
も
の

ロ

登
録
経
理
試
験
（
建
設
業
の
経
理
に
必
要
な
知
識
を
確
認
す
る
た
め
の
試

ロ

建
設
業
の
経
理
に
必
要
な
知
識
を
確
認
す
る
た
め
の
試
験
で
あ
つ
て
、
第

験
で
あ
つ
て
、
第
十
八
条
の
十
九
、
第
十
八
条
の
二
十
及
び
第
十
八
条
の
二

十
八
条
の
四
、
第
十
八
条
の
五
及
び
第
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登

七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「

録
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
合

登
録
経
理
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者

格
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
な
い
も
の

ハ

登
録
経
理
講
習
（
登
録
経
理
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
す
る
建
設
業
の
経

（
新
設
）

理
に
必
要
な
知
識
を
確
認
す
る
た
め
の
講
習
で
あ
つ
て
、
第
十
八
条
の
二
十

三
、
第
十
八
条
の
二
十
四
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の

五
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
受
講
し
た
者
で
あ
つ
て
、
受
講
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ニ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
建
設
業
の

（
新
設
）

経
理
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
と
認
め
る
者

三

建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
数

三

建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
で
建
設
業
の

経
理
に
関
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の

数

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
八
条
の
四

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
二

（
略
）

２

前
条
第
二
項
第
二
号
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
登
録
基
幹
技
能

２

前
条
第
二
項
第
二
号
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
登
録
基
幹
技
能
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者
講
習
事
務
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

者
講
習
事
務
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

一

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の

人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
八
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
八
条
の
三
の
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
委
員
（
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

四

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
委
員
（
第
十
八
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定

合
議
制
の
機
関
を
構
成
す
る
者
を
い
う
。
次
項
第
四
号
及
び
第
十
八
条
の
十
第

す
る
合
議
制
の
機
関
を
構
成
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
者

六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
略
歴
並
び
に
同
号
イ
又

の
氏
名
及
び
略
歴
並
び
に
同
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

は
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

旨

五

（
略
）

五

（
略
）

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
委
員
の
う
ち
、
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
又

四

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
委
員
の
う
ち
、
第
十
八
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号

は
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
資
格
等
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
資
格
等
を
有
す
る
こ
と
を
証
す

類

る
書
類

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

（
欠
格
条
項
）

（
欠
格
条
項
）

第
十
八
条
の
五

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
行
う
講
習
は
、
第
十
八

第
十
八
条
の
三
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
行
う
講
習
は
、
第

条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
登
録
を

二

第
十
八
条
の
三
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
登

取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三

（
略
）

三

（
略
）

（
登
録
の
要
件
等
）

（
登
録
の
要
件
等
）

第
十
八
条
の
六

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請

第
十
八
条
の
三
の
四

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
八
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
登

が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け

録
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
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れ
ば
な
ら
な
い
。

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
八
条
の
八
第
三
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
講
習
が
行
わ

一

第
十
八
条
の
三
の
六
第
三
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
講
習
が

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
八
条
の
七

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
五

（
略
）

（
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
）

（
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
義
務
）

第
十
八
条
の
八

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第
十
八

第
十
八
条
の
三
の
六

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
第

条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に

十
八
条
の
三
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

よ
り
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
方
法
に
よ
り
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
八
に
よ

八

講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
三
十
号
に
よ
る
登
録

る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
修
了
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

基
幹
技
能
者
講
習
修
了
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
十
八
条
の
九

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
は
、
第
十
八
条
の
六
第
二
項
第

第
十
八
条
の
三
の
七

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
は
、
第
十
八
条
の
三
の
四

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し

第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け

、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届

れ
ば
な
ら
な
い
。

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
程
）

（
規
程
）

第
十
八
条
の
十

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
十
八
条
の
三
の
八

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

し
た
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
当
該
事
務
の
開
始
前

記
載
し
た
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
当
該
事
務
の
開

に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す

始
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

第
十
八
条
の
十
六
第
三
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務

十
三

第
十
八
条
の
三
の
十
四
第
三
項
の
帳
簿
そ
の
他
の
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
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に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

事
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
四

（
略
）

十
四

（
略
）

第
十
八
条
の
十
一
・
第
十
八
条
の
十
二

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
九
・
第
十
八
条
の
三
の
十

（
略
）

（
適
合
命
令
）

（
適
合
命
令
）

第
十
八
条
の
十
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
の
実
施

第
十
八
条
の
三
の
十
一

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
の

す
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
が
第
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
く
な

実
施
す
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
が
第
十
八
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
に
適
合

つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
項

し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
に
対

の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

し
、
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

る
。

と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

第
十
八
条
の
十
四

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
が
第
十

第
十
八
条
の
三
の
十
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
が

八
条
の
八
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
基
幹
技
能
者

第
十
八
条
の
三
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
登
録
基

講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
を
行

幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
に
対
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
基
幹
技
能
者
講
習

う
べ
き
こ
と
又
は
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の

事
務
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
事
務
の
方
法
そ
の
他
の
業
務

改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
十
八
条
の
十
五

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
が
次
の

第
十
八
条
の
三
の
十
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関
が

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施

が
行
う
講
習
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
登
録
基
幹
技
能
者
講
習

機
関
が
行
う
講
習
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
登
録
基
幹
技
能
者

事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

講
習
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
八
条
の
五
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

一

第
十
八
条
の
三
の
三
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

第
十
八
条
の
九
か
ら
第
十
八
条
の
十
一
ま
で
、
第
十
八
条
の
十
二
第
一
項
又

二

第
十
八
条
の
三
の
七
か
ら
第
十
八
条
の
三
の
九
ま
で
、
第
十
八
条
の
三
の
十

は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
十
八
条
の
十
二
第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請

三

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
十
八
条
の
三
の
十
第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る

求
を
拒
ん
だ
と
き
。

請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。
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四

（
略
）

四

（
略
）

五

第
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず
、
又

五

第
十
八
条
の
三
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
を
せ
ず

は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

六

（
略
）

六

（
略
）

第
十
八
条
の
十
六
・
第
十
八
条
の
十
七

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
十
四
・
第
十
八
条
の
三
の
十
五

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
八
条
の
十
八

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
官
報

第
十
八
条
の
三
の
十
六

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を

に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

二

第
十
八
条
の
三
の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

三

第
十
八
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

三

第
十
八
条
の
三
の
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

四

第
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
登
録
基
幹
技
能

四

第
十
八
条
の
三
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
登
録
基
幹

者
講
習
事
務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

技
能
者
講
習
事
務
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
八
条
の
十
九

（
略
）

第
十
八
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

登
録
経
理
試
験
事
務
申
請
者
が
第
十
八
条
の
二
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第

五

登
録
経
理
試
験
事
務
申
請
者
が
第
十
八
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条

七
条
の
五
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

の
五
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六

（
略
）

六

（
略
）

（
登
録
の
要
件
等
）

（
登
録
の
要
件
等
）

第
十
八
条
の
二
十

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
次
に

第
十
八
条
の
五

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
次
に
掲

掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な

げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ら
な
い
。

な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）


